
 - 1 - 

平成 26 年 1 月 24 日 
松阪市議会議長 中島 清晴様 

松阪市議会 青凛会 
 沖 和哉 

 

第 3 回 議会事務局研究会シンポジウム in 松阪 報告書 
 

 

 

開 催 日：平成 26 年 1 月 12 日(日)  
開催場所：松阪市産業振興センター 
内 容：Ⅰ部「二元代表制を考える ～議会及び事務局体制強化策について～」 
     Ⅱ部「二元代表制の追及 ～政策形成機能と事務局強化の観点から～」 
講 師：高沖 秀宣 氏（議会事務局研究会共同代表・元三重県議会事務局次長） 
コーディネーター：吉村 慎一 氏（社会福祉法人職員） 
パネリスト：大西 一史 氏（熊本県議会議員） 

吉田 利宏 氏（元衆議院法制局・議会事務局実務研究会） 
梅村 晋一 氏（神戸市議会事務局長） 
渡邉 斉志 氏（国立国会図書館） 
駒林 良則 氏（議会事務局研究会代表・立命館大学教授） 
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趣旨 

 地方自治においては、議会と主張が役割分担により、相互にその機能を十分に発揮し、

住民福祉の増進を図ることが使命としてある。しかしながら、議会改革を積極的に行って

いる議会がある一方で、首長の存在感に比べて議会として持てる機能を十分に発揮せず、

議会としての存在価値が問われる状況も少なくない。こういった背景を踏まえ、地方自治

制度の根幹である「二元代表制」を追求するため、三重県議会改革を事務局として支えた

高沖氏の講演をはじめ、議会強化策及び議会事務局体制の強化策を探る。 
 
 
概要 基調講演 
 議会改革とは、議会自身が、自分たちの在り様を見つめ直し、憲法や地方自治法の規定

に則り、「二元代表制」の考え方に立脚して、その実質化を追求していく作業であると考え

られる。議会に携わるものは、首長と議会との二元代表制とどのように向き合うのかを、

今一度、考え直さなくてはならない。つまり、それは議会及び議会事務局自体が、積極的

かつ能動的に自分たちのあり方を意義や方向性を深く理解し、二元代表制という機能を充

実・強化させていく作業であると考えられる。重要なのは、「議会」というのは議員だけで

はなく、その中に「議会事務局職員」も含まれていることである。だとすれば、議会改革

は議員だけでなく、議会事務局職員も同じ方向を向き、同じ考え方に立って共に取り組ん

でいかなければ効果は得られない。議員が本気にならないからと言って、議会改革の歩み

を遅らせるブレーキ役になるのではなく、議員と事務局は車の両輪であるべきはずであり、

互いに改革を前に進めていくためにも、議会事務局の改革こそが急務であると考える。 
 
 また、議会機能の充実を図るにはまず会派の充実が必要となる。特に、地方議会は今後、

「数の論理」ではなく、「理の論理」で動かなければならない。会派の中で十分に議論する

ことこそが議会力の強化に繋がっていくのである。なぜなら、議会による執行部の監視、

または政策の決定段階への関わりという限定的な機能ではなく、「政策方向の表明」であっ

たり、「政策形成の段階からの関わり」へと進むことであったり、行政運営という市民生活

の根幹を支ええいくための全体的な活動こそが、具体的な政策立案へと反映されていくか

らである。そのためには、自ずと会派間での充実した議論が当年必要となるのである。 
 
 一方、執行部との事前協議が前提ではあるが、議会は予算を伴う条例の提案、政策立案

も視野に入れておく必要がある。地方議会も決して立法機能を放棄してはならないはずで

ある。そのためにも、議会事務局には政策法務に適した人材が求められる。場合によって

は政策法務課の共同設置も検討すべきである。行政改革のような効率化の観点ではなく、

あくまで議会事務局の機能強化の問題として、法務・実務両面から考えなければならない。 
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 加えて、議会において附属機関を設置することも必要である。執行部と真っ向から政策

競争するためには、「情報の非対称性」の解消が急務だからである。執行部に設置できて議

会に設置できない合理的理由はない（三重県議会以外にも所沢市議会、北海道福島町議会

等でも付属機関設置。松阪市議会にも設置規定がある）。 
 

自治体の議会改革における 4 段階説 
 
 第 1 期（初動期）：改革意識の芽生えから議会基本条例の制定まで。 

議員特権を見直し、情報公開を進め、議会の透明度を図る。 
議会基本条例の制定をへの動きが高まる。 

 
第 2 期（躍動期）：議会基本条例制定から予算編成権獲得まで。 

政策形成機能を充実強化および議員の資質向上。 
通年制議会を前提とし、議会事務局の充実強化。 

 
 第 3 期（安定期）：議会に予算編成権を付与。 

議会が予算編成を行い、首長側が執行するよう、明確に分離。 
議会事務局に財政課・法務課などを設置。 

 
 第 4 期（完成期）：議会一元制。議会主導型行政となり、首長は象徴的存在へ。 
  
 

所感 
はたして、議会改革とはなんなのか、議会事務局体制の強化とは何なのか。 

地方行政において、議会の持つ役割・責任は決して少なくない。行政=執行部の事業活動

を監視するだけが議会の役目ではなく、自ずと積極的な政策形成を行い、行政運営の一翼

を担うべきなのだと考える。松阪市議会は「松阪市議会基本条例」を決議し、これまで長

きにわたって、ある種閉鎖的とも取れる状況であったところから、1歩前進させるための活

動を展開しつつあることは確かである。けれども、まだまだ受動的であり、執行部の立案

する様々な事案に対して承認する補助的機関のような立ち位置であるとも見て取れる。こ

れが、おそらく大多数の市民からの視点であるように思う。 

また、市長だけでなく執行部の各職員の方々においても同様であるだろうと考えられる。

執行部が予算を編成し、条例を立案し、それを議会が承認する。本会議や常任委員会等で

の細やかな質疑や意見を経ているとしても、よほどのことがない限り予算は承認され、粛々

と執行されていくのであり、だとすれば、「議会など必要ないじゃないか」という声が聞こ

えてきてもおかしくはない。 



 - 4 - 

もちろん、執行部と議会および議会事務局とでは人的規模に大きな差はある。しかし、

数が少ないからできないというのは単なる言い訳に過ぎず、あってはならない。議員とし

ての職責は、少数精鋭として、地方行政に関わるプロフェッショナルとして、市長はじめ

とする執行部と対等に渡り合わなければならないのではなかろうか。ともすれば、首長は

行政機関の長として絶大なる権限を持ち、政治哲学にのっとって暴走する可能性もゼロで

はない。そこから生じる恐れのある市民への不利益を取り除かなくてはならないし、時に

軌道修正を加えつつ、最大公約数的な利益や幸福を生み出さなくてはならない。 

そうであるならば、議会や議会事務局には何が必要となるのだろうか。議会を構成する

すべての議員それぞれのスキルアップはもちろんのこと、補助機関としての議会事務局と

の信頼関係を築き、的確なサポートを受けられる体制を構築しなければならないはずであ

る。個人的に、議会事務局職員の方々に対して、これまではどこか「市の職員さん」とい

う感覚があったことは確かである。しかし、講師をはじめ、パネリスト、コーディネータ

ー、誰もが議会と議会事務局の一体化を論じておられたことが印象的であった。もちろん、

上下関係を有する存在ではない。しかし、もっともっと議員は事務局を信頼し、時にブレ

ーンとして、時にサポーターとして頼っていくべきであるのかもしれない。 

そのためにも、常日頃から議会と事務局が円滑な信頼関係を維持し、チームとしての一

体感を構築していく必要があるのだろうと思う。友達ではない。けれども、ご近所さんや

取引先の担当マンでもないのだ。クラブチームの選手とマネジメントスタッフのように、

共通の目的をもった 1 つの確固たるチームでなければならない。市の運営において、また、

市の未来を描くうえで、執行部と真っ向から渡り合い、市のあるべき姿、目指すべき未来

のまちづくりに向けて、共闘する仲間でなければならないであろうと思う。 
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